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令和３年第３回宇治田原町議会定例会 

議 事 日 程（第１号） 

令 和 ３ 年 ９ 月 ６ 日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  諸報告 

 日程第４  報告第 ９号 和解及び損害賠償の額の専決処分の報告について 

 日程第５  報告第１０号 令和２年度城南土地開発公社決算に関する報告書について 

 日程第６  議案第４１号 宇治田原町自治功労者の表彰について 

 日程第７  議案第４２号 宇治田原町自治功労者の表彰について 

 日程第８  議案第４３号 宇治田原町自治功労者の表彰について 

 日程第９  議案第４４号 宇治田原町自治功労者の表彰について 

 日程第10  議案第４５号 宇治田原町自治功労者の表彰について 

 日程第11  議案第５９号 宇治田原町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第12  議案第６０号 宇治田原町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第13  議案第６１号 宇治田原町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第14  議案第４６号 令和３年度宇治田原町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第15  議案第４７号 令和３年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第16  議案第４８号 宇治田原町長等の給料の額の特例に関する条例の一部を改 

              正する条例を制定するについて 

 日程第17  議案第４９号 宇治田原町個人情報保護条例及び宇治田原町行政手続にお 

              ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

              律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す 

              る条例の一部を改正する条例を制定するについて 

 日程第18  議案第５０号 宇治田原町手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定す 

              るについて 

 日程第19  議案第５１号 宇治田原町地区計画区域内における建築物の制限に関する 

              条例の一部を改正する条例を制定するについて 

 日程第20  議案第５２号 財産の取得について 

 日程第21  議案第５３号 令和２年度宇治田原町一般会計歳入歳出決算認定について 
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 日程第22  議案第５４号 令和２年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘定） 

              歳入歳出決算認定について 

 日程第23  議案第５５号 令和２年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

              算認定について 

 日程第24  議案第５６号 令和２年度宇治田原町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

              について 

 日程第25  議案第５７号 令和２年度宇治田原町水道事業会計決算認定について 

 日程第26  議案第５８号 令和２年度宇治田原町下水道事業会計決算認定について 

 日程第27  決算特別委員会の設置について 

 

１．出 席 議 員 

      議 長    １２番  谷 口   整  議員 

      副議長     １番  浅 田 晃 弘  議員 

              ２番  原 田 周 一  議員 

              ３番  宇佐美 ま り  議員 

              ４番  山 本   精  議員 

              ５番  山 内 実貴子  議員 

              ６番  上 野 雅 央  議員 

              ７番  藤 本 英 樹  議員 

              ８番  森 山 高 広  議員 

              ９番  馬 場   哉  議員 

             １０番  榎 木 憲 法  議員 

             １１番  今 西 利 行  議員 

 

１．欠 席 議 員     なし 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるものは次のと

おりである。 

町 長 西  谷  信  夫  君 

副 町 長 山  下  康  之  君 

教 育 長 奥  村  博  已  君 
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都 市 整 備 政 策 監 星  野  欽  也  君 

総 務 担 当 理 事 奥  谷    明  君 

健 康 福 祉 担 当 理 事 黒  川    剛  君 

建 設 事 業 担 当 理 事 垣  内  清  文  君 

教 育 次 長 野  田  泰  生  君 

総 務 課 長 青  山  公  紀  君 

企 画 財 政 課 長 村  山  和  弘  君 

税 住 民 課 長 廣  島  照  美  君 

健 康 対 策 課 長 立  原  信  子  君 

子 育 て 支 援 課 長 岩  井  直  子  君 

建 設 環 境 課 長 谷  出    智  君 

産 業 観 光 課 長 木  原  浩  一  君 

上 下 水 道 課 長 清  水    清  君 

会計管理者兼会計課長 長谷川  みどり  君 

学 校 教 育 課 長 馬  場    浩  君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 矢  野  里  志  君 

庶 務 係 長 太  田  智  子  君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○議長（谷口 整） 皆さん、改めましておはようございます。 

  それでは、ただいまの出席議員は１２名であり、定足数に達しておりますので、ただ

いまから令和３年第３回宇治田原町議会定例会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（谷口 整） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番、山内実貴子

議員と、７番、藤本英樹議員を指名いたします。 

  この両名に差し支えのある場合には、次の順序の議員にお願いをいたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（谷口 整） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りをいたします。本定例会の会期は本日から９月２９日までの２４日間にいたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２９日までの２

４日間と決定をいたしました。 

  会期中の予定につきましては、お手元に配付の定例会日程表のとおりであります。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸報告 

○議長（谷口 整） 日程第３、諸報告を行います。 

  会議規則第１２９条の規定により行われました議員派遣につきましては、お手元にお

配りをしたとおりでございます。 

  また、議長において受理をいたしました陳情書１件及び要望書２件につきましても、

お手元に配付のとおりでございます。 

  各議員におかれましては、十分にご高覧いただきますようお願いをいたします。 

  これにて、諸報告を終わります。 

  ここで、町長より発言を求められておりますので、これを許します。西谷町長。 

○町長（西谷信夫） 皆様、おはようございます。 
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  ９月議会定例会開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  日中はまだまだ厳しい残暑が続いておりますが、朝夕はめっきりしのぎやすく、秋の

訪れを感じる今日この頃となってまいりました。 

  議員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと心よりお喜びを申し上げます

とともに、平素は宇治田原町政の推進に何かとご理解、ご尽力をいただいておりますこ

とに、心から厚くお礼を申し上げます。 

  本日は、令和３年第３回宇治田原町議会定例会を招集させていただきましたところ、

議員の皆様方にはご参集をいただきまして、ここに開会できますことを厚くお礼を申し

上げます。 

  さて、未だ収束を見せない新型コロナウイルス感染拡大により、京都府にも８月２０

日から今月１２日までを期限とした第４回目の緊急事態宣言が発出され、大型商業施設

への入場制限や不要不急の外出抑制などの行動制限が求められているところでございま

す。 

  ワクチン接種が進んできておりますが、依然感染者は増えており、特に子どもを含む

家庭内感染が増加し、医療現場は災害級の危機に直面している中、我々一人一人がソー

シャルディスタンス、マスク着用などを基本とした予防の徹底に努め、感染拡大を防ぐ

ことが大切であると、改めて認識しておるところでございます。 

  コロナ禍の大変厳しい世の中ではありますが、来る９月３０日には田原村、宇治田原

村が合併し６５周年の節目を迎えることから、町制施行６５周年記念式典をコロナ感染

防止対策を徹底する中で開催させていただきます。先人の功績に感謝するとともに、こ

れまで以上に住民と行政、地域と地域、人と人とが絆でつながるまちづくりを目指して

いきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

  今議会では、令和２年度各会計の決算についてご審議をいただきますが、一般会計に

おきましては、経常収支比率は前年度より改善しましたが、実質単年度収支につきまし

ては、積極的な投資姿勢を反映したこともあり、９年連続で赤字となりました。今後、

扶助費、公債費の増加が想定されることを踏まえると、引き続き行財政改革に鋭意取り

組んでいかなければならないと考えておるところでございます。 

  今後とも健全財政の確保、継続に努めますとともに、第５次まちづくり総合計画に掲

げます「人がつながる 未来につながる お茶のふるさと 宇治田原」実現を目指し、

住民福祉の向上と安心安全なまちづくりの推進に努めてまいりますので、議員各位の一

層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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  なお、令和２年度各会計の決算につきましては、去る８月１９日、２０日の両日にわ

たりまして監査委員の審査を受けましたことをご報告させていただきますとともに、暑

さ厳しく、天候が不安定な中ご足労いただきました監査委員の方々に厚くお礼を申し上

げます。 

  今議会にご提案させていただきます議案は、令和３年度一般会計補正予算（第２号）

をはじめ表彰関係５件、予算関係２件、条例関係４件、一般議案１件、令和２年度決算

関係６件、人事関係３件、報告２件、合わせまして２１議案、２報告でございます。 

  それぞれの議案の内容につきましては、後ほど提案説明させていただきますが、どう

かよろしくご審議をいただきまして、ご可決、ご認定、ご同意を賜りますようお願いを

申し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

────────────────────────────────────────── 

◎報告第９号、報告第１０号の一括上程、説明 

○議長（谷口 整） 日程第４及び日程第５、報告第９号及び報告第１０号はいずれも報

告であり、会議規則第３７条により一括して報告を求めます。西谷町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、日程第４から日程第５、報告第９号及び第１０号につき

ましてご説明申し上げます。 

  報告第９号、和解及び損害賠償の額の専決処分の報告につきましては、損害賠償の額

を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定による議会の指定事項とし

て専決処分をさせていただきましたので、同条第２項の規定により報告するものでござ

います。 

  令和３年７月４日に町営バスが維中前バス停から国道３０７号に右折合流した際、滋

賀方面から西方向へ走行中の乗用車に衝突したものでございます。 

  当事故に関しましては、被害者の方と物損事故での示談が整い、損害賠償８万５，７

４７円で和解したものでございます。 

  今後とも安全運転の励行について、さらに徹底を図ってまいりたいと考えております

ので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  報告第１０号、令和２年度城南土地開発公社決算に関する報告書につきましては、地

方自治法第２２１条第３項の法人について、法第２４３条の３第２項の規定により、毎

事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する資料を作成し、次の議会に提出しなけ

ればならないことから報告させていただくものでございます。 



７ 

  この決算につきましては、城南土地開発公社の理事会において書面表決により可決さ

れたものでございまして、令和２年度中における本町の土地の取得、売却及び令和２年

度期末残高はございません。 

  報告は以上でございます。 

○議長（谷口 整） これにて、報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第４１号～議案第４５号の一括上程、説明、質疑、採決 

○議長（谷口 整） 会議規則第３７条により、日程第６から日程第１０まで、議案第４

１号から議案第４５号まで、宇治田原町自治功労者の表彰についての５議案を一括議題

といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。西谷町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、日程第６から日程第１０、議案第４１号から議案第４５

号までの５議案につきまして、一括してご説明申し上げます。 

  議案第４１号、宇治田原町自治功労者の表彰につきましては、谷口昭弘氏が平成１５

年１２月２２日から現在に至る１７年の長きにわたり、宇治田原町選挙管理委員会委員

の職をお務めいただいていることから、宇治田原町自治功労者表彰条例第２条第１項第

６号の規定により、宇治田原町自治功労者として表彰申し上げたく、同条例第３条の規

定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第４２号、宇治田原町自治功労者の表彰につきましては、谷川利明氏が平成１２

年１２月２２日から現在に至る２０年の長きにわたり、宇治田原町公平委員会委員の職

をお務めいただいていることから、宇治田原町自治功労者表彰条例第２条第１項第６号

の規定により、宇治田原町自治功労者として表彰を申し上げたく、同条例第３条の規定

に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  続きまして、議案第４３号、宇治田原町自治功労者の表彰につきましては、安井要氏

が平成１２年１０月１３日から現在に至る２０年の長きにわたり、宇治田原町固定資産

評価審査委員会委員の職をお務めいただいていることから、宇治田原町自治功労者表彰

条例第２条第１項第６号の規定により、宇治田原町自治功労者として表彰を申し上げた

く、同条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  続きまして、議案第４４号、宇治田原町自治功労者の表彰につきましては、上野藤一

氏が平成１５年１０月１３日から現在に至る１７年の長きにわたり、宇治田原町固定資

産評価審査委員会委員の職をお務めいただいていることから、宇治田原町自治功労者表
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彰条例第２条第１項第６号の規定により、宇治田原町自治功労者として表彰申し上げた

く、同条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  続きまして、議案第４５号、宇治田原町自治功労者の表彰につきましては、山中茂治

氏が平成１７年７月２０日から現在に至る１６年の長きにわたり、宇治田原町農業委員

会委員の職をお務めいただいていることから、宇治田原町自治功労者表彰条例第２条第

１項第６号の規定により、宇治田原町自治功労者として表彰を申し上げたく、同条例第

３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  以上、よろしくご審議を賜り、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（谷口 整） 提案理由の説明が終わりましたので、各議案に対する質疑を行いま

す。質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、これより本案の採決をいたしたいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 異議なしと認めます。 

  これより、議案第４１号の採決をいたします。 

  原案について賛成または反対ボタンを押してください。 

  押し忘れございませんか。 

  押し忘れなしと認め、確定をいたします。 

  賛成全員であります。よって、議案第４１号は原案どおり同意することに決しました。 

  次に、議案第４２号の採決をいたします。 

  原案について賛成または反対ボタンを押してください。 

  押し忘れございませんか。 

  押し忘れなしと認め、確定をいたします。 

  賛成全員であります。よって、議案第４２号は原案どおり同意することに決しました。 

  次に、議案第４３号の採決をいたします。 

  原案について賛成または反対ボタンを押してください。 

  押し忘れございませんか。 

  押し忘れなしと認め、確定をいたします。 

  賛成全員であります。よって、議案第４３号は原案どおり同意することに決しました。 
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  次に、議案第４４号の採決をいたします。 

  原案について賛成または反対ボタンを押してください。 

  押し忘れございませんか。 

  押し忘れなしと認め、確定をいたします。 

  賛成全員であります。よって、議案第４４号は原案どおり同意することに決しました。 

  次に、議案第４５号の採決をいたします。 

  原案について賛成または反対ボタンを押してください。 

  押し忘れございませんか。 

  押し忘れなしと認め、確定をいたします。 

  賛成全員であります。よって、議案第４５号は原案どおり同意することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第５９号～議案第６１号の一括上程、説明 

○議長（谷口 整） 会議規則第３７条により、日程第１１から日程第１３まで、議案第

５９号から議案第６１号まで、宇治田原町固定評価審査委員会委員の選任についての３

議案を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。西谷町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、日程第１１から日程第１３、議案第５９号から議案第６

１号までの３議案につきまして、一括してご説明申し上げます。 

  議案第５９号、宇治田原町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、大北

康人氏の任期が本年１０月１２日をもって満了となることから、大北氏を再任いたした

く、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

  大北氏におかれましては、人格高潔にて識見も高く、固定資産評価審査委員会委員と

して最適任者であることから選任させていただくものでございます。 

  続きまして、議案第６０号、宇治田原町固定資産評価審査委員会委員の選任につきま

しては、上野藤一氏の任期が本年１０月１２日をもって満了となることから、上野氏の

後任に上辻󠄀治男氏を選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同

意を求めるものでございます。 

  上辻󠄀氏におかれましては、人格高潔にて識見も高く、固定資産評価審査委員会委員と

して最適任者であることから、新たに選任させていただくものでございます。 

  続きまして、議案第６１号、宇治田原町固定資産評価審査委員会委員の選任につきま

しては、安井要氏の任期が本年１０月１２日をもって満了となることから、安井氏の後
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任に矢野芳巳氏を選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意

を求めるものでございます。 

  矢野氏におかれましては、人格高潔にて識見も高く、固定資産評価審査委員会委員と

して最適任者であることから、新たに選任させていただくものでございます。 

  以上、よろしくご審議を賜りまして、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（谷口 整） 提出者より提案理由の説明が終わりました。 

  ただいま議題となりました議案第５９号から議案第６１号までにつきましては、本日

は説明にとどめ、質疑は次回といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 異議なしと認めます。よって、質疑は次回とすることに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第４６号～議案第５２号の一括上程、説明、委員会付託 

○議長（谷口 整） 会議規則第３７条により、日程第１４から日程第２０まで、議案第

４６号から議案第５２号までの７議案を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。西谷町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、日程第１４から日程第２０、議案第４６号から議案第５

２号までの７議案につきまして、一括してご説明申し上げます。 

  議案第４６号、令和３年度宇治田原町一般会計補正予算（第２号）につきましては、

旧役場庁舎跡地の整理に係る旧役場庁舎解体工事費をはじめ、新型コロナウイルス感染

拡大により売り上げ減少の影響を受けている中小企業や個人事業主に対して支援を行う

費用などを補正するもので、補正額は１億６，７４３万７，０００円の追加となり、補

正後の予算総額を５１億８，２９３万７，０００円とするものでございます。 

  まず、第１表歳入歳出予算補正の歳入につきましてご説明申し上げます。 

  国庫支出金では、過年度介護保険低所得者保険料軽減負担金２６万６，０００円、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１，０００万円、防災・安全交付金１，

７２５万円の合計２，７５１万６，０００円を追加しております。 

  府支出金では、過年度介護保険低所得者保険料軽減負担金１３万３，０００円及び農

村地域防災減災事業補助金４８万２，０００円の合計６１万５，０００円を追加してお

ります。 

  繰越金では、前年度繰越金７９０万６，０００円を追加しております。 

  町債では、役場庁舎跡地整備事業債１億３，１４０万円を追加しております。 
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  次に、歳出につきましてご説明申し上げます。 

  総務費では、より使いやすく、より見やすい町ホームページに改修するため、町ホー

ムページ整備事業費５２５万２，０００円及び旧役場庁舎跡地の整理に伴う旧役場庁舎

の解体工事を行うため、役場庁舎跡地整備事業費１億５，０００万円を追加し、合計で

１億５，５２５万２，０００円を追加しております。 

  民生費では、介護保険特別会計繰出金３９万９，０００円を追加しております。 

  農林水産業費では、ため池劣化調査の調査項目が増えたことによる追加調査費用とし

て、ため池管理事業費４８万２，０００円を追加しております。 

  商工費では、新型コロナウイルス感染拡大により売り上げ減少の影響を受けている中

小企業や個人事業主に対して支援を行う費用として、がんばるまちの事業者支援事業費

１，０００万円を追加しております。 

  教育費では、学校給食共同調理場機器を修繕するための共同調理場運営費１３０万４，

０００円を追加しております。 

  第２表繰越明許費につきましては、役場庁舎跡地整備事業費について予定工期が年度

を超える見込みであることから、所要額を翌年度へ繰り越すものでございます。 

  第３表地方債補正につきましては、旧役場庁舎跡地の整理に係る解体工事に伴う費用

の追加に伴い、役場庁舎跡地整備事業債について既定の限度額を変更するものでござい

ます。 

  議案第４７号、令和３年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、保険事業勘定において前年度の国・府・支払基金の負担等の確定により返還金

を補正するもので、補正額は１，３０３万７，０００円の追加となり、補正後の予算総

額を８億２，６５９万円とするものでございます。 

  歳入では、介護給付費繰入金３９万９，０００円、繰越金１，２６３万８，０００円

を追加しております。 

  歳出では、償還金１，３０３万７，０００円を追加しております。 

  続きまして、議案第４８号、宇治田原町長等の給料の額の特例に関する条例の一部を

改正する条例を制定するにつきましては、昨年１２月に本町元職員が逮捕、起訴された

重大事件に関しまして、その後有罪判決が確定し、さらには今般、第三者委員会による

調査報告書が提出されたことを踏まえ、職員を任命し、管理監督する立場である特別職

としての責任を重く受け止め、町長及び副町長の給料について、今回の重大事件におけ

る自戒措置として新たに減額の追加を行うため、所要の改正を行うものでございます。 
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  改正内容は、令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までの６カ月に限り、特別

職の給料月額について町長１５％、副町長１０％をさらに減額するものであり、現在の

厳しい財政状況を踏まえ、町議会議員の皆さんとともに行っている財政対策の減額措置

分と合わせて、本期間について町長２５％、副町長１７％の減額率とするものでござい

ます。 

  続きまして、議案第４９号、宇治田原町個人情報保護条例及び宇治田原町行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、

デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正に伴い、本条例について文言修正及び条文の繰り下げが生じることにより、

引用する号の改正を行うものでございます。 

  続きまして、議案第５０号、宇治田原町手数料徴収条例の一部を改正する条例を制定

するにつきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正により、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行主

体として明確化され、発行手数料を徴収することができるとされたため、所要の改正を

行うものでございます。 

  改正内容は、条例第２条中の個人番号カード再交付手数料の号を削除するものでござ

います。 

  議案第５１号、宇治田原町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例を制定するにつきましては、（仮称）宇治田原インター北地区・地区計

画の決定に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  改正内容は、別表に（仮称）宇治田原インター北地区・地区整備計画区域を追加する

ものでございます。 

  続きまして、議案第５２号、財産の取得につきましては、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０社会

を生きる子どもたちの学びに求められる教育の情報化推進のため、小中学校に大型提示

装置・電子黒板を株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ関西支店から１，０２６万３，

０００円で取得しようとするもので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  取得財産の概要といたしましては、町内３小中学校各校に大型提示装置・電子黒板を

１４台ずつ配備するものでございます。 
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  以上、よろしくご審議を賜りまして、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（谷口 整） 提案理由の説明が終わりましたので、各議案に対する質疑を行いま

す。質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 質疑なしと認めます。 

  お諮りをいたします。ただいま議題となっております議案第４６号及び第４７号の２

議案を予算特別委員会に、議案第４８号を重大事件等調査特別委員会に、議案第４９号

から第５１号までの３議案を総務建設常任委員会に、議案第５２号を文教厚生常任委員

会に付託することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 異議なしと認めます。 

  ただいま申しましたように、７議案につきましては総務建設常任委員会、文教厚生常

任委員会及び予算特別委員会並びに重大事件等調査特別委員会に付託をすることに決定

をいたしました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第５３号～議案第５８号の一括上程、説明、委員会付託 

○議長（谷口 整） 同じく会議規則第３７条により、日程第２１から日程第２６まで、

議案第５３号から議案第５８号までの６議案を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。西谷町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、日程第２１から日程第２６、議案第５３号から議案第５

８号までの６議案につきまして、一括してご説明申し上げます。 

  議案第５３号、令和２年度宇治田原町一般会計歳入歳出決算認定につきましては、決

算額歳入６８億１，５３５万５，３９３円、歳出６６億２，７０６万９，６６４円で、

歳入歳出差引残額は１億８，８２８万５，７２９円となり、翌年度へ繰り越すべき財源

２，１２７万１，０００円を差し引きますと、実質収支額は１億６，７０１万４，７２

９円となりました。 

  続きまして、議案第５４号、令和２年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定につきましては、決算額歳入９億９，３９８万１，７８０円、歳出９

億８，４１２万６，６００円で、歳入歳出差引残額は９８５万５，１８０円となりまし

た。 

  議案第５５号、令和２年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ
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きましては、決算額歳入１億３，２２８万３，２６４円、歳出１億３，０２４万２，０

６１円で、歳入歳出差引残額は２０４万１，２０３円となりました。 

  続きまして、議案第５６号、令和２年度宇治田原町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定につきましては、まず保険事業勘定の決算額は歳入７億８，７７０万６０９円、歳出

７億３，８７６万１，８４７円で、歳入歳出差引残額は４，８９３万８，７６２円とな

りました。続きまして、介護サービス事業勘定の決算額は歳入６７８万４，５７２円、

歳出４４１万７，８１６円で、歳入歳出差引残額は２３６万６，７５６円となりました。 

  続きまして、議案第５７号、令和２年度宇治田原町水道事業会計決算認定につきまし

ては、決算額は収益的収入及び支出では、収入は２億８，７８２万７，４６３円、支出

は２億４，７８７万６，１１６円となり、資本的収入及び支出では、資本的収入１億５，

５４６万５，３７６円、資本的支出２億３，３４０万４４５円となりました。 

  なお、当年度純利益は２，６６７万１，８５８円となりました。 

  続きまして、議案第５８号、令和２年度宇治田原町下水道事業会計決算認定につきま

しては、決算額は収益的収入及び支出では、収入は４億９，３８８万２，８３２円、支

出は４億８，３２３万２，１５３円となり、資本的収入及び支出では、資本的収入２億

７，３１０万８００円、資本的支出４億２，５６７万２，８２９円となりました。 

  なお、当年度純利益は１１４万４，７８３円となりました。 

  以上、よろしくご審議を賜りまして、ご認定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（谷口 整） 提案理由の説明が終わりましたので、ここで監査委員より決算審査

について審査報告を求めます。 

  監査委員、原田周一議員。 

○監査委員（原田周一） 皆さん、改めましておはようございます。 

  ただいまより、決算審査につきましてご報告申し上げます。 

  地方自治法及び地方公営企業法並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定

められた規定により、一般会計及び各特別会計の決算並びに健全化判断比率及び資金不

足比率について、関係帳簿、証書類などの書類が審査に付され、８月１９日及び２０日

の両日にわたり、本多代表監査委員とともに審査を行いました。 

  その結果につきましては、お手元に配付いたしております決算審査意見書のとおりで

あります。 

  まず、水道事業会計及び下水道事業会計を除く令和２年度宇治田原町の各会計歳入歳

出決算審査意見書についてご報告いたします。 
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  審査を行った決算書、帳簿及び証書類等は、令和２年度宇治田原町一般会計及び各特

別会計に係ります歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、

財産に関する調書、各種関係諸帳簿及び証書類であります。 

  また、現地調査は、保育所体力づくりデ茶レンジャー育成事業費、保育所感染症対策

環境整備事業費をはじめ、４事業について実施いたしました。 

  １ページの３、審査の統括意見としては、各会計の決算、財産について、予算現額、

収入済額、支出済額、関係帳簿、証書類など、その内容を審査した結果、計数的に正確

であり、予算執行の成果など各会計とも良好であり、現地調査についても事業執行は適

正であると認めます。 

  ４、個別意見として、まず一般会計決算の総括意見としては、我が国経済の基調判断

は、内閣府が発表した月例経済報告によると、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種

を促進する中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くこ

とが期待されるが、感染症が内外経済に与える影響に十分注意する必要がある。また、

金融資本市場の変動などの影響を注視する必要があるとされている。 

  本町の財政状況は、歳入の基幹財源である町税が、個人町民税や固定資産税などで増

加となったものの、法人町民税が大幅な減少となったことから、町税全体では約４，１

９０万円の減少となっている。また、国庫支出金については、防災・安全交付金等が減

少した一方、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく特別定額給付金給付事業

費補助金や、新型コロナ感染症対策関連の交付金等が大幅に増加している。 

  地方交付税においては、基準財政需要額の大幅な伸びにより、普通交付税が増加する

とともに、特別交付税も増加となったことから、地方交付税全体では約１億６，４００

万円の増加となっている。 

  町債においては、臨時財政対策債が増加したものの、庁舎建設事業債及び都市公園整

備事業債などの影響により、約１１億３，５００万円の大幅な減少となっている。 

  歳入全体においては、前年度を約８６０万円、前年度比マイナス０．１％下回ってい

る状況である。 

  一方、歳出全体においては、特別定額給付金事業や宇治田原山手線整備事業が増加し

たものの、新庁舎建設事業や新市街地都市公園整備事業などの減額に伴い、前年度を約

１億４，８００万円、対前年度比マイナス２．２％下回っている状況である。 

  このような中、財政運営については、持続可能な健全財政運営を目指し、中長期的な

財政見通しにより、経常経費の節減合理化に努めるとともに、創意、工夫をもって財源
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の重点的かつ効果的な運用を図られたところである。 

  また、まちづくり総合計画に掲げる４つのまちづくりの目標、１、健やかに安心して

暮らせるまち、２、便利で快適に過ごせるまち、３、活気にあふれる交流のまち、４、

子育てと学びを応援するまちの実現に向け、各種施策を積極的かつきめ細やかに実施さ

れた結果、本年度も実質収支で黒字決算を打たれたその成果は良好である。 

  しかしながら、令和２年度も財政調整基金の繰り入れが行われており、財政調整基金

残高は年々減少し、基金残高は約３億５，７９０万円となっている。健全で持続可能な

行財政運営を図るためには、第６次行政改革大綱をもとに、引き続き徹底した行財政改

革の推進と行政評価の活用により、徹底した事務事業の見直し、改善や行政コストの低

減に努める中で、持続可能な行財政運営に努力されたい。 

  ３ページ（２）歳入については、町税収入は個人町民税や固定資産税などで増加とな

ったものの、法人町民税の大幅な減少により、前年度に比べ町税全体では減少となって

いる。 

  今後、新型コロナウイルス感染症による経済への影響が税収にも反映されることが推

測されることから、十分留意する必要がある。 

  このような状況にあっても、町税の安定した収入は財政運営の根幹をなすものであり、

税負担の公平性の観点からも、従来にも増して的確な課税客体の把握と、徴収の確保に

努力されることを期待するところである。 

  各種補助金等については、厳しい財政事情下にありながら、有利な起債の借り入れ、

あらゆる制度を活用し財源の確保を図られたことは、職員各位の努力によるものであり、

今後とも引き続き京都府をはじめ関係機関との連携を密にしながら、適切な財源確保に

ついての調査、研究を進められるよう期待する。 

  また、徴収率の向上は図られてきているが、町税及び国保税並びに各種保険料などに

ついては、依然として未収金がある。負担の公平性からも、さらなる徴収努力をされた

い。その他の歳入については、法令もしくは条例などに基づき的確に収入されており、

良好と認める。 

  次に、５ページ（３）歳出については、本年度の予算額に対する執行割合は、翌年度

への繰越分を控除すると、全体で９６％以上の執行がなされており、予算の見積りが適

正に行われているとともに、住民要望に対し積極的な取り組みがなされた結果であると

判断される。 

  その他、各項目別に支出状況及び支出効果などにつき審査を行ったが、厳しい財政事
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情を踏まえ、適正な執行に努力されている結果がうかがえる。 

  一方で、会計年度任用職員制度の導入に伴う人件費の増加や公債費が増加したことに

より、義務的経費全体では増加しており、求められる行政需要に応えることはもちろん、

その財源を確保していくためには、引き続き適正な行財政運営に努められることを望む

ところである。 

  地方自治体をめぐる財政状況は、依然として厳しい状況で推移することが予想される

が、そのような状況にあっても、人口減少の克服と地域創生の実現に向けた様々な施策

を推進しつつ、財政運営の適正化と健全化になお一層の努力を払われるよう望むところ

である。 

  次に、６ページ、国民健康保険特別会計（事業勘定）決算についてですが、国民健康

保険をはじめとする公的医療保険制度の現状は、医療費の歳出が増加する中、国保加入

者の減少により保険税の収入は大きく増加することは望めず、今後の健全な国民健康保

険特別会計の運営のためにも、適切な保険税の設定、さらなる収納率の向上及び特定健

診受診率の向上や健康維持・改善を図るための各種保険事業の推進により医療費の抑制

への取り組みにより一層努力されたい。 

  後期高齢者医療特別会計決算については、後期高齢者医療制度運営のための会計であ

り、京都府後期高齢者医療広域連合への納付金が主な支出であり、適切に支出されてお

り、決算は良好であると認められる。 

  介護保険特別会計決算については、高齢化社会を迎え、介護保険制度の浸透により給

付対象者が増加する中で、保険事業については、自立した日常生活を営むことができる

よう、居宅サービスや施設サービスなどの利用に対し、的確な運営が図られている。ま

た、介護サービス事業については、地域包括支援センターなどが行う要支援者の予防プ

ラン作成による介護保険サービスの利用支援など適切に取り組まれており、保険事業と

併せてその決算は良好と認める。 

  今後ますます高齢化が進展する中、介護保険事業計画を改定され、介護給付費準備基

金を活用した保険料引き下げに取り組まれたところであるが、保険給付の適正化と保険

運営に努められたい。また、収入未済額が前年に比べ増加している。負担の公平性の観

点から、収入の確実な確保に向け、未収金の徴収の取り組みに努められたい。 

  ７ページ、現地調査については、４事業について現地調査を行ったところであるが、

資料及び現地確認の結果、各事業とも適正に執行されていると認められる。 

  次に、令和２年度宇治田原町水道事業会計決算審査意見書についてご報告いたします。 
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  審査対象は、令和２年度宇治田原町水道事業会計決算書及び関係帳簿、証書類であり

ます。 

  審査の総括といたしましては、収支予算執行整理簿に基づき、現金出納簿及び総勘定

元帳、日計簿、各試算表、出納証書類を余すところなく照査の上、さらにその内容につ

き検討を加え審査をした結果、決算は計数的に的確であり、内容も正確なものであると

認める。 

  業務状況については、給水人口は８，９１５人となり、前年度に比べ１．９％減少し、

料金収入の対象となった年間有収水量は１２９万２，７５３立方メートルで、前年度に

比べ０．８％増加し、有収率は８５．４％で、前年度に比べ２．７ポイント減少してい

る。今後も年間有収率向上のため水道管の更新等を行うとともに、業務の適切かつ効率

的な管理に努められたい。 

  経営状況については、給水収益が０．３％増加しており、これは給水人口は減少した

ものの、一般家庭用の使用水量の増加によるものが大きいと考えられる。今後も給水人

口推移等による水量の大幅な増加は見込めないことを認識し、給水収益の変動に注視し

ていかなければならない。 

  水道事業費用では、前年度と比べ全体で１．２％の増加であり、主な要因としては、

原水及び浄水費の修繕費が大幅に増加していることが挙げられる。 

  給水原価については、有収水量は増加したものの事業費も増加したため、前年度に比

べ０．１６円上がっている。今後も効率的な水道施設の更新、維持管理に努められたい。 

  単年度収支では、奥山田簡易水道事業、高尾飲料水供給事業で借り入れた地方債の元

金償還に対する負担金である資本費繰入収益などにより２，６６７万１，８５８円の純

利益となり、前年度に比べ８万２，７０２円の増加である。 

  今後も安心で安全な水道水を安定的に将来にわたり供給できるよう、効率的な水道事

業経営、第４次拡張事業計画に基づく施設整備に努めるなど、各般にわたり格段の努力

を期待する。また、未収金については、収納確保に取り組まれ、その効果は認められる

が、今後もより一層の収納に努められるよう要望する。 

  次に、令和２年度宇治田原町下水道事業会計決算審査意見書についてご報告いたしま

す。 

  審査対象は、令和２年度宇治田原町下水道事業会計決算書及び関係帳簿、証書類であ

ります。 

  審査の総括といたしましては、業務状況については、整備面積が２７４．５ヘクター
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ルで、面積整備率は全体計画面積４９７．９ヘクタールに対し５５．１％となり、処理

区域内人口は７，９４３人で、人口普及率は８７．７％となっている。また、有収水量

は６６万２，５３７立方メートルで、有収率は９８．５％となっている。 

  経営状況については、収益的収支において営業収益１億２８６万９５３円、営業外収

益３億７，１５２万７，９４８円で、営業費用４億２，５６３万３，４９４円、営業外

費用４，７５１万９３９円及び特別損失９万９，６８５円で、収支差引１１４万４，７

８３円の当年度純利益であった。下水道事業においては供用開始から約２０年が経過し、

機械、電気設備などの老朽化が進む中、更新及び修繕工事については計画的、効果的に

進めていく必要がある。 

  現在も一般会計からの多額の繰入金を受けている状況となっており、今後の下水道事

業においても多額の資金が必要になることに対し、人口減少などの状況を鑑みると、今

後も厳しい状況が続くものと思われる。 

  事業開始後、建設工事及び普及促進の各般にわたり努力されてきたことが認められる。

今後も引き続き普及率の向上に努め、未整備区域における事業推進に向け、計画の見直

しを行う中において、各地域にあった手法により積極的な取り組みを進められたい。ま

た、経営環境は今後も厳しい状況が続くと思われるが、効果的、効率的な事業運営によ

る経営の健全化に努められたい。 

  以上のとおり、令和２年度一般会計、各特別会計及び水道事業会計並びに下水道事業

会計の歳入歳出決算の審査を行い、意見となる事柄につき列記したが、今後においても

人口減少、少子高齢化などにより、本町を取り巻く状況は厳しい状況で推移することが

予想されるところであるが、中長期的な視野に立ち、なお一層、適切な事務執行に努め

られることを期待し、監査の意見といたします。 

  宇治田原町監査委員、原田周一。 

○議長（谷口 整） 決算審査報告が終わりました。 

  お諮りをいたします。ただいま議題となっております６議案については、いずれも令

和２年度決算認定であります。決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査するこ

とにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 異議なしと認めます。よって、６議案につきましては決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査することに決定をいたしました。 

────────────────────────────────────────── 



２０ 

◎決算特別委員会の設置について 

○議長（谷口 整） 日程第２７、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

  決算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第６条第４項の規定により、

監査委員を除く１１名を指名いたしたく思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 異議なしと認めます。よって、議員１１名を決算特別委員会委員に

選任することに決定をいたしました。 

  暫時休憩をいたします。 

休  憩   午前１１時０９分 

再  開   午前１１時２０分 

○議長（谷口 整） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ただいま休憩中に決算特別委員会を開催し、委員長並びに副委員長の選任が行われま

したので、その結果を報告いたします。 

  決算特別委員会委員長に、１番、浅田晃弘議員、副委員長に、１０番、榎木憲法議員

と決定をされました。 

  以上、報告をいたします。 

  お諮りをいたします。以上で本日の全日程は終了いたしました。これにて散会をいた

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口 整） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決定

をいたしました。 

  次回は９月９日午前１０時より本会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお願い

をいたします。 

  なお、本日付託をいたしました各議案につきましては、それぞれ所管の委員会におい

て、十分な審査をお願いいたします。 

  本日はお疲れさまでした。 

散  会   午前１１時２１分 

 

  



２１ 
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